
防府市空き家利活用改修費補助金交付要綱 

令和２年４月１日制定 

令和３年３月２５日改正 

令和４年３月３１日改正 

令和５年３月３１日改正 

令和６年５月１日改正 

令和７年４月１日改正 

令和８年４月１日改正 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、市内に存在する空き家の購入者等及び所有者等を補助す

ることにより、空き家の利活用の促進及び住環境の向上を図ることを目的と

した令和８年度における防府市空き家利活用改修費補助金（以下「補助金」

という。）について、必要な事項を定めるものとする。 

 （定義）  

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め

るところによる。 

 (１) 空き家 防府市空き家バンク制度実施要綱第２条第１号に規定のもの 

 をいう。 

 (２) 購入者等 防府市空き家バンクに登録されている空き家を購入した個 

 人をいう。 

 (３) 所有者等 第１号に規定の空き家の所有権を有する個人をいう。ただ 

 し、第２号に規定の者は除く。 

 (４) 施工業者 市内に本社若しくは主たる事務所を有する法人又は市内 

 に住所を有する個人の事業者をいう。 

 (５) 改修 空き家の機能又は性能を維持し、又は向上させるため、空き 

 家の全部又は一部の修繕、補修、模様替え、取替え等を行うことをいう。 

 （補助対象の空き家） 

第３条 補助金の交付の対象となる空き家（以下「補助対象空き家」という。

）は、次の各号のいずれにも該当する空き家とする。ただし、所有者等が改

修を行う場合はこれに加え、防府市空き家バンクに賃貸物件として登録する



こと及び賃貸住宅の用に供されていないことが概ね１年以上のものであるこ

とを要す。 

 (１) 人の居住の用に供する建築物（一戸建て）又は主として人の居住の用

に供する部分からなる店舗等併用住宅（居住部分の床面積が延べ床面積の２

分の１以上のものに限る。）であって、居住その他の使用がなされていない

ことが、概ね１年以上のものであること。 

 (２) 建築年数が１０年以上経過しているものであること。 

 (３) 土砂災害特別警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する 

 法律（平成１２年法律第５７号）第９条第１項に規定する土砂災害特別警 

 戒区域外にあるもの又は当該区域内にあり建築基準法施行令（昭和２５年 

 政令第３３８号）第８０条の３の規定に適合しているものであること。 

 (４) 空家等対策の推進に関する特別措置法（平成２６年法律第１２７号 

 ）第２２条第１項の規定に基づく助言又は指導を受けていないものであるこ 

 と。 

 (５) 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）その他の法令に適合したも 

 のであること。 

 (６) 過去にこの補助金の交付を受けていないものであること。 

 (７) 昭和５６年６月１日以降に着工された住宅であること。又は同年５ 

 月３１日以前に着工された住宅で次のア若しくはイに該当するものである 

 こと。 

ア 耐震診断（建築物の耐震改修の促進に関する法律（平成７年法律第１２ 

 ３号。以下「法」という。）第２条第１項に規定する耐震診断で、建築物

の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針（平成１８年１

月２５日国土交通省告示第１８４号。以下「基本方針」という。）に沿っ

て行うものをいう。）の結果、倒壊の危険性がないと判断されたもの。 

イ 補助金の交付申請時に耐震改修（法第２条第２項に規定する耐震改修で

、基本方針に沿って行うものをいう。以下同じ。）が実施済であるもの又

は補助金の完了報告時までに耐震改修が実施済となるもの。 

 （補助対象者） 

第４条 補助金の交付対象となる者（以下「補助対象者」という。）は、次に



掲げる要件を全て満たす者とする。 

２ 購入者等 

(１) 補助対象空き家の購入に係る売買契約を締結した日から１年を経過し

ていないこと。ただし、３親等以内の者から購入する場合を除く。 

 (２) 補助対象者を含む補助対象空き家に居住する全員が、防府市税を滞納

していないこと。 

 (３) 第１４条の完了報告書の提出までに補助対象空き家に居住する世帯の

全員が、市に住民登録をすること。 

 (４) 補助対象者を含む補助対象空き家に居住する全員が防府市暴力団排除

条例（平成２３年防府市条例第２１号）に規定する暴力団員又は暴力団若

しくは暴力団員と密接な関係を有する者がいないこと。 

３ 所有者等 

(１) 補助対象空き家を賃貸する目的で改修し、新たに防府市空き家バンク

に登録すること。ただし、３親等以内の者が入居する場合を除く。 

 (２) 所有者等が、防府市税を滞納していないこと。 

 (３) 所有者等が防府市暴力団排除条例（平成２３年防府市条例第２１号）

に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者

でないこと。 

 （補助対象事業） 

第５条 補助対象事業は、補助対象者が居住の用に供するため、補助対象空き

家の性能の維持及び向上に係る改修を施工業者に依頼して行う工事とする。

ただし、次に掲げる工事を除く。 

(１) 補助対象事業費の合計が１０万円（消費税及び地方消費税の額を除 

く。）に満たないもの 

(２) 第１０条第１項の交付決定の日より前に、補助対象事業に着手した工 

事 

(３) 第１４条に定める期限までに完了報告書の提出ができないもの 

(４) 移動又は取外しが可能な機器若しくは製品の購入 

(５) 車庫、倉庫等の改修（別棟の場合） 

(６) 改修工事費用以外の費用（設計費、登記費用、仲介手数料、家電等の 



機器等の購入費用、造園及び庭木の剪定並びに除草等の費用、家財道具の 

運搬及び処分費等） 

(７) 他の制度等に基づく補助金等の交付の対象となるもの。ただし、防 

府市住宅・建築物耐震化促進事業補助金交付要綱によるものは除く。 

(８) その他法令等で定める事項に違反するもの 

(９) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めた改修工事等 

 （補助対象経費） 

第６条 補助対象経費は、補助対象事業に要する費用（消費税及び地方消費税

を除く額をいう。）とする。 

 （補助金の額） 

第７条 補助金の額は、当該年度の予算の範囲内において、補助対象経費の２

分の１かつ５０万円を超えない額（千円未満は、切り捨てるものとする。） 

 （交付の申請） 

第８条 補助対象事業を行って補助金の交付を受けようとする補助対象者は、

市へ事前相談を行い、事業着手前に補助金交付申請書（第１号様式）を市長

に提出しなければならない。 

２ 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 

（１）第４条第２項第１号に規定の売買契約に係る契約書の写し 

（２）補助対象空き家が記載された当該年度の固定資産税・都市計画税納税 

 通知書又は登記事項証明書の写し 

（３）補助対象空き家の位置図及び平面図（改修工事個所を明記） 

（４）事業実施計画書（第２号様式） 

（５）空き家全体及び改修工事個所の写真 

（６）施工業者の見積書（内訳の記載されたもの）の写し 

（７）防府市税の滞納がないことを証する書類（同居者全員分） 

（８）第３条第７号に該当することが確認できる書類 

（９）その他市長が必要と認める書類 

（１０）所有者等による申請の場合は、補助対象空き家が居住その他の使用 

 がなされなくなったこと及び賃貸住宅の用に供されていないことが概ね１ 

 年以上であることを誓約する書面 



（交付の条件） 

第９条 市長は、補助金の交付の決定を行う場合において、当該補助金の交付

の目的を達成するため必要があると認めるときは、条件を付することができ

る。 

（補助金の交付決定） 

第１０条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査す

るとともに、必要に応じて現地調査を行い、補助対象事業として適切である

と認めるときは、補助対象者に対し、補助金交付決定通知書（第３号様式）

により通知するものとする。 

２ 市長は、審査により、補助金の不交付の決定をしたときは、補助金不交付

決定通知書（第４号様式）により、補助対象者に通知するものとする。 

３ 補助対象者が、当該会計年度内において、受けることができる補助金の交

付の決定は、一の補助対象事業に限るものとする。 

 （事業の実施） 

第１１条 前条第１項の通知を受けた補助対象者（以下「補助事業者」とい

う。）は、適切に補助対象事業を実施しなければならない。 

 （申請の取下げ） 

第１２条 補助事業者は、第１０条第１項の通知を受けた以後に補助対象事業

を中止し、又は廃止しようとするときは、補助金取下申出書（第５号様式）

により交付申請を取り下げることができる。 

２ 前項の規定により申請が取り下げられたときは、当該申請に係る補助金の

交付決定はなかったものとする。 

 （補助対象事業の変更申請等） 

第１３条 補助事業者は、補助対象事業の内容を変更しようとするときは、市

へ事前相談を行い、当該変更に係る補助金変更申請書（第６号様式）を市長

に提出しなければならない。 

２ 前項の申請については、第８条第２項の規定を準用する。この場合におい

て、同項中「次に掲げる書類」とあるのは、「当該変更に係る書類」と読み

替えるものとする。 

３ 市長は、第１項の申請書の提出を受けた場合において、その内容を審査



し、補助金交付の変更を決定したときは、補助金変更等決定通知書（第７号

様式）により、補助事業者に通知するものとする。 

４ 第５条第１号及び第９条の規定は、前項の規定により補助金交付の変更決

定する場合に準用する。 

５ 第１０条第２項の規定は、第１項の書面の提出を受けた場合において、内

容の変更を認めないときに準用する。 

 （完了報告） 

第１４条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、その完了の日から

起算して３０日以内又は当該年度の２月末日（防府市の休日に関する条例（

平成元年防府市条例第２９号）第１条に掲げる休日の場合は翌開庁日）のい

ずれか早い日までに次に掲げる書類を添えた完了報告書（第８号様式）を市

長に提出しなければならない。 

 (１) 補助対象事業に係る請負契約書の写し又は請書の写し 

 (２) 補助対象事業に要した費用の内訳を示す書類の写し 

 (３) 補助対象事業に係る施工業者の請負代金請求書又は領収書の写し（ 

 請求書の写しの場合は、支払終了後、領収書が発行されてから１０日以内 

 に領収書の写しを市長に提出） 

 (４) 補助対象事業の改修中及び改修後の写真 

 (５) 第３条第７号に該当することを証明する書類（耐震性を有すること 

 が確認できるもの。） 

 (６) 補助対象空き家への転居後の世帯全員の住民票の写し（補助事業者が 

 購入者等の場合に限る。） 

 (７) 防府市空き家バンク制度実施要綱第４条第３項に規定の空き家バン 

 ク登録完了通知書の写し（補助事業者が所有者等の場合に限る。） 

 (８) その他市長が必要と認める書類 

 （期日までに完了報告が困難な場合の報告等） 

第１５条 補助事業者は、前条の規定により定められた期限までに完了報告書

の提出が困難となったときは、遅滞なく、完了報告書提出期限延長申請書（

第９号様式）により市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の書面の提出を受けた場合において、正当な理由があると認



めるときは、前条に定める完了報告書の提出期限を当該年度の３月２０日（

防府市の休日に関する条例第１条に掲げる休日の場合は翌開庁日）まで延長

することができる。 

３ 市長は、前項の規定による完了報告書の提出期限の延長を決定したときは

、補助金変更等決定通知書（第７号様式）により、補助事業者に通知するも

のとする。 

４ 第９条の規定は、前項の規定により完了報告書の提出期限の延長を決定す

る場合に準用する。 

５ 第１０条第２項の規定は、第１項の書面の提出を受けた場合において、完

了報告書の提出期限の延長を認めないときに準用する。 

 （補助金の額の確定） 

第１６条 市長は、第１４条の完了報告書の提出を受けた場合において、その

内容を審査するとともに、必要に応じて現地調査を行い、補助対象事業が適

切に実施されたと認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助事業

者に対し、補助金交付確定通知書（第１０号様式）により通知するものとす

る。 

 （是正のための措置） 

第１７条 市長は、前条の規定による審査の結果、補助対象事業の成果が補助

金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、

当該補助対象事業について、これに適合させるための措置を補助事業者に対

して指示することができる。 

２ 第１４条の規定は、前項の規定による指示に従って行う補助対象事業につ

いて準用する。この場合において、同条中「２月末日」とあるのは、「３月

１９日」と読み替えるものとする。 

 （補助金の交付請求） 

第１８条 補助事業者は、第１６条の規定による通知を受けたときは、請求書

（第１１号様式）を市長に提出しなければならない。 

 （補助金の交付） 

第１９条 市長は、前条の規定により請求書の提出を受けた場合において、こ

れを審査し、適当であると認めるときは、請求日の翌日から起算して３０日



以内に補助事業者に当該補助金を交付するものとする。 

 （補助金の交付決定の取消し等） 

第２０条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助

金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

 (１) 補助金の交付の決定の内容に違反したとき、又は市長の指示に従わ 

 なかったとき。 

 (２) 完了報告の際に第１４条第５号の書類が添付できなかったとき。（ 

 完了報告時までに耐震改修が必要な場合に限る。） 

 (３) 第１３条、第１４条又は第１５条の規定により定められた期限まで 

 に完了報告書の提出ができなかったとき。 

 (４) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。 

 (５) 補助金を他の用途に使用したとき。 

 (６) その他市長が補助金を交付することが適当でないと認めたとき。 

２ 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において

、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助

事業者に対し期限を定めてその返還を命ずるものとする。 

３ 第１項の規定による取消しの通知は、補助金交付取消通知書（第１２号様

式）により、及び前項の規定による返還の命令は補助金返還命令書（第１３

号様式）により行うものとする。 

 （報告及び指示） 

第２１条 市長は、必要があると認めるときは、補助事業者に対し質問をし、

報告を求め又は補助対象事業の実施に関し必要な指示をすることができる。 

 （その他） 

第２２条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項は

市長が別に定める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

 （失効） 

２ この要綱は、令和８年３月３１日限りその効力を失う。ただし、同日まで



に交付の決定がなされた補助金については同日後もなおその効力を有する。 

   附 則（令和３年３月２５日） 

 この要綱は、令和３年４月１日から施行する。ただし、附則第２項の改正規

定は、令和３年３月３１日から施行する。 

   附 則（令和４年３月３１日） 

 この要綱は、令和４年４月１日から施行する。ただし、附則第２項の改正規

定は、令和４年３月３１日から施行する。 

   附 則（令和５年３月３１日） 

 この要綱は、令和５年４月１日から施行する。ただし、附則第２項の改正規

定は、令和５年３月３１日から施行する。 

   附 則（令和６年３月３１日） 

 この要綱は、令和６年５月１日から施行する。ただし、附則第２項の改正規

定は、令和６年３月３１日から施行する。 

   附 則（令和７年３月３１日） 

 この要綱は、令和７年４月１日から施行する。ただし、附則第２項の改正規

定は、令和７年３月３１日から施行する。 

   附 則（令和８年３月３１日） 

 この要綱は、令和８年４月１日から施行する。ただし、附則第２項の改正規

定は、令和８年３月３１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

第１号様式（第８条関係） 

年  月  日  

（宛先）防府市長 

申請者 郵便番号         

    住  所                

    氏  名
フ リ ガ ナ

                

    電話番号                

 

補助金交付申請書 

 令和８年度防府市空き家利活用改修費補助金の交付を受けたいので、

防府市空き家利活用改修費補助金交付要綱を承知の上、関係書類を添え

て下記のとおり申請します。 

記 

１ 空き家の所在地 防府市 

２ 改修工事完了予定日      年    月    日 

３ 補助対象経費                円 

４ 補助金交付申請額                円 

５ 誓約事項 

以下のことを誓約し、申請します。 

【購入者等が申請の場合】 

 ○当該空き家を３親等以内の者から購入した

ものではないことを誓約します。 

 ○私を含む同居者全員は、完了報告書の提出ま

でに防府市（当該空き家）に住民登録をするこ

とを誓約します。 

 ○私を含む同居者全員は、暴力団員でないこ

と、及び暴力団又は暴力団員と密接な関係を有

しないことを誓約します。 

○私は、補助対象事業の実施に当たり、他の補助



金等の交付を受けていないこと又は受けない

ことを誓約します。 

【所有者等が申請の場合】 

 ○私は、暴力団員でないこと、及び暴力団又は 

 暴力団員と密接な関係を有しないことを誓約 

 します。 

○私は、補助対象事業の実施に当たり、他の補助 

 金等の交付を受けていないこと又は受けない 

 ことを誓約します。 

６ 備考  

※関係書類 

 １ 売買契約書の写し（購入者等が申請する場合） 

 ２ 登記事項証明書の写し 

 ３ 位置図及び平面図 

 ４ 事業実施計画書（第２号様式） 

 ５ 空き家全体及び改修工事個所の写真 

 ６ 施工業者の見積書（内訳の記載されたもの）の写し 

 ７ 防府市税の滞納がないことを証する書類（購入者等が申請する場

合は同居者全員） 

 ８ 第３条第７号に該当することを証明する書類（耐震性を有するこ

とが確認できるもの。）※旧耐震基準以前のものに限る。 

９ 居住その他の使用がなされなくなったこと及び賃貸住宅の用に

供されていないことが概ね１年以上であることを誓約する書面

（所有者等が申請する場合） 

１０ その他市長が必要と認める書類 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

第２号様式（第８条関係） 

事業実施計画書 

申請者  

施工業者 事業者名  

住所  

担当者氏名  

電話番号  

改修事業の内容 

（具体的に） 

 

 

 

改修工事着手予定日      年    月    日 

改修工事完了予定日      年    月    日 

 

１ 改修する空き家の概要 

所在地 防府市 

延べ面積             ㎡ 

階数             階 

構造  

                                 

２ 交付申請額の算出 

改修工事費  円 

補助対象経費(a)  円 

補助金算定額(b) (a)×1/2  円 

補助金交付申請額 (b)と 500,000 円の少ない方の額  円 

備考 

１ 補助対象経費(a)は、改修工事費（消費税及び地方消費税を除く。）のうち補

助対象とならない費用（設計費、登記費用、仲介手数料、家電等の機器等の購

入費用、庭木の剪定及び除草等の費用、家財道具の運搬及び処分費等）を除い

た額を記入すること。 

２ 補助金交付申請額に、1,000 円未満の端数があるときは、その端数を切り捨

てること。 

３ 補助対象事業の実施予定箇所及び改修工事の内容が分かる書類の写しを添

付すること。 



 

 

第３号様式（第１０条関係） 

年  月  日  

      様 

 

防府市長         

 

補助金交付決定通知書 

 

     年  月  日付けで申請のあった防府市空き家利活用改

修費補助金については、下記のとおり決定したので通知します。 

記 

１ 補助対象空き家所在地 防府市 

２ 補助金交付決定額               円 

３ 改修工事予定期間   年 月 日 ～  年 月 日 

４ 施工業者  

５ 交付の条件  

６ 備考 ・補助対象事業を中止し、又は廃止しようとす

るときは、速やかに補助金取下申出書を提出

すること。 

・補助対象事業の内容を変更しようとすると

きは、市へ事前相談を行い、着手前に補助金

変更申請書を提出すること。 

・補助対象事業が完了したときは、その完了の

日から起算して２０日以内又は当該年度の

２月末日（防府市の休日に関する条例（平成

元年防府市条例第２９号）第１条に掲げる休

日の場合は翌開庁日）のいずれか早い日まで

に完了報告書を提出すること。 

・補助対象事業の遂行が困難となったときは、

速やかにその理由及び状況を報告すること。 

 

 

 

 

 



 

 

第４号様式（第１０条関係） 

年  月  日  

      様 

 

防府市長         

 

補助金不交付決定通知書 

 

     年  月  日付けで申請のあった防府市空き家利活用改

修費補助金については、下記のとおり交付しないことに決定したので、

防府市空き家利活用改修費補助金交付要綱第１０条第２項の規定によ

り通知します。 

記 

１ 補助対象空き家所在地 防府市 

２ 不交付とした理由  

３ 備考  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

第５号様式（第１２条関係） 

年  月  日  

（宛先）防府市長 

申請者 郵便番号         

    住  所               

    氏  名
フ リ ガ ナ

               

    電話番号               

 

補助金取下申出書 

 

   年  月  日付け 指令防都計空第  号で交付決定のあっ

た防府市空き家利活用改修費補助金について、交付申請の取り下げをし

ます。 

記 

１ 補助対象空き家所在地 防府市 

２ 補助金交付決定額                円 

３ 取下理由  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

第６号様式（第１３条関係） 

年  月  日  

（宛先）防府市長 

申請者 郵便番号         

    住  所               

    氏  名
フ リ ガ ナ

               

    電話番号               

 

補助金変更申請書 

 

   年  月  日付け 指令防都計空第  号で交付決定のあっ

た防府市空き家利活用改修費補助金について、下記のとおり変更したい

ので、関係書類を添えて申請します。 

記 

１ 補助対象空き家所在地 防府市 

２ 変更内容  

３ 変更理由  

４ 備考  

※添付書類 

 交付申請時に添付した書類のうち、変更に関係する書類を添付する

こと。 

 

 

 

 



 

 

第７号様式（第１３条、第１５条関係） 

年  月  日  

      様 

 

防府市長         

 

補助金変更等決定通知書 

 

     年  月  日付けで申請のあった防府市空き家利活用改

修費補助金については、下記のとおり変更を決定したので通知します。 

記 

１ 当初交付決定年月日   年  月  日  第  号 

２ 当初交付決定額                円 

３ 変更交付決定額                円 

４ 変更内容  

５ 補助対象空き家所在地 防府市 

６ 変更決定の条件  

７ 備考  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

第８号様式（第１４条関係） 

年  月  日  

（宛先）防府市長 

申請者 郵便番号         

    住  所               

    氏  名
フ リ ガ ナ

               

    電話番号               

 

完了報告書 

 

   年  月  日付け 指令防都計空第  号で交付決定のあっ

た防府市空き家利活用改修費補助金について、関係書類を添えて下記の

とおり報告します。 

記 

１ 補助対象空き家所在地 防府市 

２ 補助対象事業の実施期間  年 月 日～ 年 月 日 

※関係書類 

 １ 補助対象事業の請負契約書の写し又は請書の写し 

 ２ 補助対象事業に要した費用の内訳を示す書類の写し 

 ３ 補助対象事業に係る施工業者の請負代金請求書又は領収書の写

し（請求書の写しの場合は、支払終了後、領収書が発行されてか

ら１０日以内にその写しを提出） 

 ４ 補助対象事業の改修中及び改修後の写真 

 ５ 補助対象空き家への転居後の住民票の写し 

 ６ 第３条第７号に該当することを証明する書類（耐震性を有するこ 

   とが確認できるもの。）※旧耐震基準以前のものに限る。 

 ７ その他市長が必要と認める書類 



 

 

第９号様式（第１５条関係） 

年  月  日  

（宛先）防府市長 

申請者 郵便番号         

    住  所               

    氏  名
フ リ ガ ナ

               

    電話番号               

 

完了報告書提出期限延長申請書 

 

   年  月  日付け 指令防都計空第  号で交付決定のあっ

た防府市空き家利活用改修費補助金について、下記のとおり完了報告書

の提出期限を延長したいので、関係書類を添えて申請します。 

記 

１ 補助対象空き家所在地 防府市 

２ 変更理由  

３ 備考  

※添付書類 

 工程表等補助対象事業の進捗が分かる書類を添付すること。 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

第１０号様式（第１６条関係） 

年  月  日  

      様 

 

防府市長         

 

補助金交付確定通知書 

 

     年  月  日付けで報告のあった防府市空き家利活用改

修費補助金については、下記のとおり決定したので通知します。 

記 

１ 補助金交付確定額               円 

２ 補助対象空き家所在地 防府市 

３ 備考  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

第１１号様式（第１８条関係） 

年  月  日  

（宛先）防府市長 

申請者 郵便番号         

    住  所               

    氏  名
フ リ ガ ナ

               

    電話番号               

 

請求書 

 

   年  月  日付け  第  号で交付決定のあった防府市空

き家利活用改修費補助金について、下記のとおり請求します。 

記 

請求金額                   円 

 

振
込
先 

金融機関名  

支店名  

預金種別  

口座番号  

（フリガナ）  

口座名義  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

第１２号様式（第２０条関係） 

年  月  日  

      様 

 

防府市長         

 

補助金交付取消通知書 

 

     年  月  日付けで交付決定をした防府市空き家利活用

改修費補助金については、下記のとおり交付決定を取り消しましたので

通知します。 

記 

１ 補助対象空き家所在地 防府市 

２ 取消理由  

３ 交付決定年月日   年  月  日  第  号 

４ 既交付決定額               円 

５ 既交付額               円 

６ 取消金額               円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

第１３号様式（第２０条関係） 

年  月  日  

      様 

 

防府市長         

 

補助金返還命令書 

 

     年  月  日付けで交付決定をした防府市空き家利活用

改修費補助金については、下記のとおり返還を命じます。 

記 

１ 返還金額                   円 

２ 返還期限         年    月    日 

３ 返還方法  

４ 返還事由  

 

 

 

 

 


